
○
復
興
庁
告
示
第
二
十
七
号

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
三
年
内
閣
府
令
第
六
十
九
号
）
第
八
条
第
一
項
第
五
号
ロ
の
規
定

に
基
づ
き
、
同
号
ロ
の
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

麻
生

太
郎

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
施
行
規
則
第
八
条
第
一
項
第
五
号
ロ
の
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基
準
は
、
東
日
本
大
震

災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
二
条
第
三
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
復
興
推
進
事
業
が
、
次
に

掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
資
す
る
計
画
と
し
て
内
閣
総
理
大
臣
が
認
め
た
計
画
に
定
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
と
す
る
。

一

計
画
の
対
象
区
域
が
、
市
町
村
の
行
政
区
域
の
中
で
、
歴
史
的
経
緯
、
地
理
的
状
況
、
交
通
体
系
、
住
宅
の
分
布
等
に
鑑

み
、
ま
ち
な
か
の
賑
わ
い
の
再
生
を
図
る
た
め
に
適
し
た
位
置
に
あ
り
、
計
画
に
記
載
さ
れ
た
各
事
業
に
つ
い
て
各
々
の
社

会
的
及
び
経
済
的
な
効
果
を
相
乗
的
に
高
め
る
の
に
適
し
た
広
さ
で
あ
る
こ
と
。



二

区
域
内
及
び
周
辺
に
居
住
す
る
住
民
の
豊
か
で
快
適
な
生
活
に
必
要
な
規
模
の
商
業
施
設
等
、
教
育
文
化
施
設
、
医
療
福

祉
施
設
、
公
共
施
設
、
生
活
利
便
施
設
、
公
園
、
緑
地
、
広
場
等
（
以
下
「
各
種
施
設
」
と
い
う
。
）
及
び
公
共
交
通
機
関

等
の
整
備
が
計
画
さ
れ
て
い
る
、
又
は
既
に
整
備
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

商
業
施
設
等
の
整
備
の
計
画
が
、
当
該
商
業
施
設
等
が
想
定
す
る
商
圏
の
範
囲
、
規
模
及
び
構
造
等
を
震
災
前
と
現
状
の

商
圏
の
状
況
を
踏
ま
え
て
予
測
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
適
切
な
業
種
構
成
及
び
施
設
規
模
の
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該

商
業
施
設
等
の
投
資
規
模
が
、
そ
の
継
続
性
を
適
切
に
見
込
ん
で
回
収
の
可
能
性
の
十
分
に
高
い
適
当
な
投
資
規
模
を
想
定

し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

被
災
し
た
商
業
又
は
サ
ー
ビ
ス
業
を
営
む
者
（
仮
設
店
舗
で
営
業
を
再
開
し
て
い
る
者
を
含
む
。
）
及
び
、
直
接
被
災
し

な
か
っ
た
も
の
の
周
辺
の
経
営
環
境
の
変
化
な
ど
か
ら
経
営
が
困
難
と
な
っ
て
、
新
た
に
整
備
す
る
商
業
施
設
等
へ
の
移
転

を
希
望
す
る
者
の
営
業
場
所
が
十
分
に
確
保
さ
れ
、
そ
の
他
適
切
な
事
業
環
境
が
提
供
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五

地
域
住
民
が
生
活
す
る
上
で
必
要
と
な
る
小
売
商
業
又
は
サ
ー
ビ
ス
業
の
業
種
（
被
災
に
よ
り
廃
業
と
な
っ
た
店
舗
の
業

種
を
含
む
。
）
及
び
近
隣
地
域
の
消
費
者
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
た
業
種
の
店
舗
が
当
該
区
域
に
立
地
す
る
こ
と
で
、
生
活
の
利

便
性
の
確
保
が
見
込
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。



六

各
種
施
設
の
整
備
が
、
地
域
の
人
口
規
模
や
分
布
等
の
実
情
に
応
じ
た
範
囲
で
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
の
考
え
方
を
踏
ま
え

た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

七

各
種
施
設
の
配
置
及
び
街
路
等
が
適
切
に
計
画
さ
れ
て
お
り
、
高
齢
者
や
子
供
を
含
め
住
民
及
び
来
街
者
が
歩
い
て
回
遊

し
、
適
当
な
場
所
に
滞
留
し
滞
在
す
る
な
ど
商
業
施
設
等
の
経
営
の
持
続
性
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
形

成
す
る
基
盤
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

八

計
画
に
記
載
さ
れ
た
商
業
施
設
等
の
整
備
そ
の
他
の
事
業
に
つ
い
て
、
事
業
等
の
主
体
が
特
定
さ
れ
て
い
る
又
は
特
定
さ

れ
る
見
込
み
が
高
い
こ
と
、
事
業
等
の
実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
明
確
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
そ
の
実
施
が
見
込
め
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

九

国
、
県
及
び
市
町
村
が
定
め
る
他
の
各
種
計
画
等
と
整
合
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


